
 

習志野市バランスシート探検隊 

協定書締結・結団式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 29年 10月 18日（水）11時 00分～  

場所：市庁舎グランドフロア会議室 
 

 習志野市                             



習志野市バランスシート探検隊 

協定書締結・結団式 

 

次第 

 

１．開式のことば  

会計管理者 宮澤 正泰 

 

２．協定書の締結 

習志野市と千葉大学との協定 

習志野市と政府会計学会との協定 

習志野市と日本公認会計士協会千葉会との協定 

記念撮影 

 

３．主催者挨拶 

 習志野市長 宮本 泰介 

 

４．千葉大学代表挨拶 

千葉大学大学院 社会科学研究院長 中原 秀登様 

 

５．日本公認会計士協会千葉会代表挨拶 

 公認会計士 吉田 恵美様 



 

６．政府会計学会代表・探検隊長挨拶  

千葉大学大学院社会科学研究院教授 大塚 成男様 

 

７．（大学生探検隊員紹介） 

  大学生隊員代表挨拶 千葉大学 黒澤 裕人様 

 

８．（市職員探検隊員紹介） 

  市職員隊員代表挨拶 鈴木 秀知 

 

９．閉式のことば  

会計管理者 宮澤 正泰 

 

閉式後記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習志野市バランスシート探検隊事業に関する協定書 

 

習志野市（以下「甲」という。）と千葉大学大学院社会科学研究院（以下「乙」という。）

とは、「習志野市バランスシート探検隊事業（以下「本事業」という。）」の実施に関して、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、本事業の実施に当たって、甲と乙双方が対等な関係のもと互い

に理解・尊重し、協働で本事業を推進していくために必要な事項を定めるものとする。 

 

（役割） 

第２条 甲は、将来にわたって健全な財政を構築し自治体経営をしていくために、公

会計改革を推進し、本事業によりバランスシートを市民にわかりやすく周知するものと

する。 

２．乙は、甲と協働して本事業を行うことで地方公共団体における財務会計制度の理

解をはかるものとする。 

３．甲及び乙は、具体的な本事業の企画及び実施にあたり、協議の上、適切な役割分

担を決定することとする。 

 

（内容） 

第３条 本事業は、次に掲げるものとする。 

 （１）事業名 探検隊事業 

 （２）事業内容 ◎習志野市テレビ広報「なるほど習志野」の制作協力 

   （放送日：平成 30 年 3 月 5 日～3 月 11 日、平成 30 年 3 月 19 日～3 月 25日） 

         ◎報告書の作成（アニュアルレポートに掲載） 

 

（経費） 

第４条  本事業に係る経費は甲が負担する。 

 

（報告、評価） 

第５条 甲及び乙は、互いに協力・協調して、本事業終了後に事業報告書を作成する

とともに、事業実施の評価を行わなければならない。 

 

（バランスシート探検隊の組織、設置期間） 

第６条 本事業を実施するためのバランスシート探検隊の組織、設置期間は、別に定

める。 

 

（その他） 

第７条 この協定に定めのないもの、または疑義を生じた協定の事項については、甲

及び乙の協議のうえ定めるものとする。 

 

この協定の証として、本協定書２通を作成し、当事者押印のうえ、各自１通を保有す

る。 

 

平成２９年１０月１８日 

 

                  住所 習志野市鷺沼２丁目１番１号 

               甲 

                  氏名 習志野市 

市 長   宮 本  泰 介 

                  住所 千葉市稲毛区弥生町 1-33 

               乙 

                  氏名 千葉大学大学院 

                     社会科学研究院長 中 原  秀 登 

                 

  

 

習志野市（以下「甲」という。）と千葉大学法経学部（以下「乙」という。）とは、「習



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習志野市バランスシート探検隊事業に関する協定書第６条に規定する 

バランスシート探検隊の組織、設置期間 

 
 
 習志野市バランスシート探検隊事業に関する協定書第６条に規定するバランスシート探

検隊の組織、設置期間は、次のとおりとする。 

 
（組織） 

第１条 探検隊は、別記１に定める隊長及び隊員をもって組織する。 

２ 隊長には千葉大学教授を充てる。 

 
（設置期間） 

 第２条 探検隊の設置期間は、平成３０年３月３１日までとする。 

 

 

別記１（第１条関係） 

団体名 役職等 氏   名 備 考 

千葉大学 大学院社会科学研究院 教授 大塚 成男 隊長 

習志野市 健康福祉部障がい福祉課 鈴木 秀知 隊員 

習志野市 生涯学習部社会教育課 的場 華代 隊員 

習志野市 会計課 増井 泉美 隊員 

千葉大学 法政経学部3年生 黒澤 裕人 隊員 

千葉大学 法政経学部3年生 畑 正有 隊員 

千葉大学 法政経学部3年生 中村 拓巳 隊員 

千葉大学 法政経学部3年生 早川 美有 隊員 

千葉大学 法政経学部3年生 薮田 拡太郎 隊員 

千葉大学 法政経学部3年生 山田 啓介 隊員 

千葉大学 人文公共学府 修士1年生 郭 櫻子 隊員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習志野市バランスシート探検隊事業に関する協定書 

 

 

習志野市（以下「甲」という。）と Japan Association of Governmental Accounting（以

下「乙」という。）は、「習志野市バランスシート探検隊事業(以下「事業」という。)」の実

施に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、事業の実施に当たって、甲と乙双方が対等な関係のもと互いに理

解・尊重し、協働で事業を推進していくために必要な事項を定めるものとする。 

 

(役割） 

第２条 甲は、将来にわたって健全な財政を構築し自治体経営をしていくために、公会

計改革を推進し、本事業によりバランスシートを市民にわかりやすく周知するものとする。 

２．乙は、公共経営における会計の重要性を体験し、理解してもらうための啓もう活動

の一環として、甲と協働して本事業を行うものとする。 

３．甲及び乙は、具体的な本事業の企画及び実施にあたり、協議の上、適切な役割分担

を決定することとする。 

 

（内容） 

第３条 本事業は、次に掲げるものとする。 

 （１）事業名 探検隊事業 

 （２）事業内容 ◎習志野市テレビ広報「なるほど習志野」の制作協力 

     （放送日：平成 30 年 3 月 5 日～3 月 11 日、平成 30年 3 月 19 日～3 月 25 日） 

         

（有効期間） 

第４条 協定期間は、平成 30 年 3 月 31 日までとする。 

 

（経費） 

第５条 事業に係る経費は、甲が負担する。 

 

(その他) 

第６条 この協定に定めのないもの、または疑義を生じた協定の事項については、甲及び

乙の協議のうえ定めるものとする。 

 

この協定の証として、本協定書 2 通を作成し、当事者署名のうえ、各自 1 通を保有する。 

 

平成２９年１０月１８日 

 

               住所 習志野市鷺沼２丁目１番１号 

           甲 

              氏名 習志野市 

市 長   宮 本  泰 介 

 

              住所 岐阜県大垣市北方町 5-50 

           乙 

               氏名 Japan Association of Governmental Accounting 

                                    （政府会計学会） 

                    会 長    柴     健  次 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習志野市バランスシート探検隊事業に関する協定書 

 

 

習志野市（以下「甲」という。）と日本公認会計士協会千葉会（以下「乙」という。）は、

「習志野市バランスシート探検隊事業(以下「事業」という。)」の実施に関して、次のとお

り協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、事業の実施に当たって、甲と乙双方が対等な関係のもと互いに理

解・尊重し、協働で事業を推進していくために必要な事項を定めるものとする。 

 

(役割） 

第２条 甲は、将来にわたって健全な財政を構築し自治体経営をしていくために、公会

計改革を推進し、本事業によりバランスシートを市民にわかりやすく周知するものとする。 

２．乙は、公共経営における会計の重要性を体験し、普及啓発活動の一環として、甲と

協働して本事業を行うものとする。 

３．甲及び乙は、具体的な本事業の企画及び実施にあたり、協議の上、適切な役割分担

を決定することとする。 

 

（内容） 

第３条 本事業は、次に掲げるものとする。 

 （１）事業名 探検隊事業 

 （２）事業内容 ◎習志野市テレビ広報「なるほど習志野」の制作協力 

     （放送日：平成 30 年 3 月 5 日～3 月 11 日、平成 30年 3 月 19 日～3 月 25 日） 

◎勉強会への講師派遣 

◎報告書の作成（アニュアルレポートに掲載） 

 

（有効期間） 

第４条 協定期間は、平成 30 年 3 月 31 日までとする。 

 

（経費） 

第５条 事業に係る経費は、甲が負担する。 

 

(その他) 

第６条 この協定に定めのないもの、または疑義を生じた協定の事項については、甲及び

乙の協議のうえ定めるものとする。 

 

この協定の証として、本協定書 2 通を作成し、当事者署名のうえ、各自 1 通を保有する。 

 

平成２９年１０月１８日 

 

               住所 習志野市鷺沼２丁目１番１号 

           甲 

              氏名 習志野市 

市 長   宮 本  泰 介 

 

              住所 千葉市中央区中央１－１１－１ 

千葉中央ツインビル１号館９階 

           乙 

              氏名 日本公認会計士協会千葉会 

                                      会 長   田 中  昌 夫 

 



谷津コミュニティセンター 

（谷津コミュニティセンター・谷津ヘルスステーション・谷津地域包括支援センター・ 

谷津図書館の複合施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書室 

 

新習志野公民館・図書館 

（新習志野公民館・新習志野図書館・西部連絡所（市民課連絡所）の複合施設） 

 

 

 

 

 

 

 

多目的室 

 

屋敷公民館（単独施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

調理室 

 

探検隊員のスケジュール 
10月18日（水）11:00-12:00  協定書締結式・結団式  

13:30-15:00  協働学習 場所：市庁舎グランドフロア会議室 

11月 13日 (月）16:00-17:00  協働学習 場所：千葉大学 

11月17日（金） 9:00-14:00  新習志野公民館・谷津コミュニティセンター・屋敷公民館視察   

15:00-16:30  協働学習  場所：市庁舎グランドフロア会議室 

3月未定            解団式・なるほど習志野試写会等 場所：千葉大学  

 

 

 

 

事務局：習志野市会計課  宮澤・関根・河北 

電話：047-451-1151（内線408）FAX：047-453-7768 


